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尺土駅前広場整備事業特別委員会 

 

 

１．開会及び閉会     平成25年９月17日（火） 午後２時00分 開会 

                         午後３時42分 閉会 

 

２．場    所     葛城市役所 新庄庁舎 第１委員会室 

 

３．出席した委員      委 員 長    阿 古 和 彦 

              副委員長    溝 口 幸 夫 

              委  員    岡 本  司 

                〃      春 木 孝 祐 

                〃      西 井   覚 

                〃      川 辺 順 一 

                〃      赤 井 佐太郎 

                〃      下 村 正 樹 

                〃      西 川 弥三郎 

 

  欠席した委員      委  員    川 西 茂 一 

 

４．委員以外の出席議員   な  し 

 

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

              市  長    山 下 和 弥 

              副 市 長    杉 岡 富美雄 

              都市整備部長  矢 間 孝 司 

              都市整備部理事 中   裕 晃 

              建設課長    石 田 勝 則 

                〃  主幹  木 村 喜 哉 

                〃  補佐  竹 本 淳 逸 

 

６．職務のため出席した者の職氏名 

              事務局長    寺 田   馨 

              書  記    西 川 雅 大 

                〃      谷 口 亜 耶 

 

７．調 査 案 件 
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 所管事項の調査 

 （１）進捗状況の報告について 

 （２）その他 
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      開 会 午後２時００分 

阿古委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより尺土駅前広場整

備事業特別委員会を開会いたします。 

 皆さん、こんにちは。お忙しい中、若干欠席はございますけども、委員会にお集まりいた

だきまして本当にありがとうございます。尺土駅前広場整備事業特別委員会も、今回の委員

会である意味区切りの委員会になりますので、大きな変化はないとは聞いておるんですけど

も、ひとつまた皆さん方のご意見を、これからの参考のために聞かしていただけたらなとい

う思いで、本日の委員会を招集させていただきました。よろしくどうぞお願いいたします。 

 一般傍聴、委員外議員ともございません。 

 なお、発言される場合は必ず挙手をいただき、指名をいたしますので、マイクの発言ボタ

ンを押してからご起立いただき、発言されますようお願いいたします。 

 また、携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切るか、マナーモードに切りかえるようお願

いいたします。 

 それでは、これより調査案件に移ります。 

 調査案件１、進捗状況の報告についてでございます。このことについて、理事者より、主

に用地買収の進捗状況について報告を求めます。 

 部長。 

矢間都市整備部長 こんにちは。 

 それでは、尺土駅前広場整備事業における現在の進捗状況につきまして、ご報告させてい

ただきます。 

 まず、用地買収の状況について、いつものようにお手元の図面によりまして説明させてい

ただきますので、図面をごらんいただきますようよろしくお願い申し上げます。図面の記載

につきましては、本事業として取り組んでおります区域を青色で囲ませていただいておりま

す。また、赤の斜線を引いております部分につきましては、平成25年８月31日現在の、買収、

契約させていただいた部分を記載しております。なお、個人情報の関係もございますので、

図面につきましては、記載のとおり、番号で表示させていただいておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、図面左側、西から順を追って説明申し上げます。 

 まず、①の１の方につきましては、中央の①の２の部分と２カ所所有されているものであ

りまして、①の１につきましては資材置き場、①の２につきましては住居及び倉庫でありま

す。現在、ご本人の希望の代替地の所有者の方の合意も得られまして、ご本人さんの代替地

における一定の再建計画、土地利用の計画がほぼ決まってきておりまして、契約の最終の協

議を進めさせていただいております。 

 次に、②の１の方につきましては、尺土池ふれあい公園への進入路左、②の２の表示部分

と２カ所を所有されているものでして、②の１にはハイツがあり、そのハイツを再建するた

めの代替地を希望されておりまして、代替地を含め協議を重ねております。 

 次に、③の方につきましては、現在駐車場として利用されているものであります。契約内
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容につきましては合意をいただいておりますが、駐車場利用の関係から、もう少し事業進捗

があった時点で契約するとの返答をいただいております。 

 次に、④につきましては完了しております。 

 その右側は回転広場として利用しています、従来からの市の土地であります。 

 次に、⑤及び⑥の１、⑥の２につきましては完了し、奈良交通において、⑥の２部分の近

鉄敷地に駐輪場ができております。今後、奈良交通において、⑥の２の北側の残る駐輪場を、

市の道路計画高に合わせて改修が行われる予定です。 

 次に、⑦の１、⑦の２の方につきましては完了しております。 

 次に、⑧の方につきましても完了しております。 

 次に、⑨の方につきましては、代替地について駅の近くが希望でありまして、代替地につ

きまして協議しております。 

 次に、⑩、⑪、⑫の方につきましては完了しております。 

 次に、⑬の方につきましては借家でありまして、現在、補償をもっての代替資産を取得す

る考えをお持ちで、私どもも数カ所代替地を提示し、ご本人も探していただくなど、検討を

いただいているところであります。 

 次に、⑭の方につきましては完了しております。 

 次に、⑮の方につきましては、契約内容につきましてはほぼ合意いただいておりますが、

代替地の希望もあり、私どもも代替地を提示し、ご本人も移転先を探していただいておりま

す。 

 次に、⑯の方につきましては、ご本人に移転先の検討をしていただいております。 

 次に、⑰の方につきましては、契約内容に合意いただき、新築場所における再建計画の検

討をいただいております。 

 用地買収状況につきましては以上でございます。 

 次に、工事関係の現在の状況につきまして、ご説明申し上げます。用地買収でご説明いた

しました図面の番号位置に基づき、説明申し上げます。 

 まず、⑦の１及び⑫の部分につきましては、仮設でありますが、対向できるよう、道路側

の用地を改良工事させていただき、現在ご利用いただいているところでございます。 

 また、前回の３月の委員会以降において、図面の④から地下道入口付近、⑥の１までを改

良させていただきました。また、国の緊急経済対策に伴い、３月議会で補正並びに繰越しを

お願いし、ご承認いただきました工事費でありますが、葛下川、図面の①の１、表示の左を

走る河川のところでございますけれども、そこにかかる橋りょう工事を計画しておりまして、

先ほどもご説明申し上げましたが、用地買収の進捗状況でご説明申し上げましたように、①

の１の用地契約に係る最終の協議を進めており、その契約後に着手すべく、準備を現在進め

ております。 

 以上で、尺土駅前広場整備事業の現在の状況報告でございます。よろしくお願いします。 

阿古委員長 ただいま報告を願いましたが、委員会としては現地の視察も検討しております。その前

に簡単に、もし何か聞いておきたいことがあるんでしたら、ご質問の時間を設けたいと思い
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ますが、詳しいことにつきましては現地を見て、現場を確認していただいた後の質疑で、詳

しく更に聞いていただくこともできます。どういたしましょうか。 

春木委員 １つだけ。 

阿古委員長 春木委員。 

春木委員 今のご説明によりますと、みんな同じように、かなり近々契約、合意にいくという印象も

受けるんですけど、その辺のところが少し、もうすぐいくというのとなかなか難航している

というのが、僕はあると思うんですけども、その辺をはっきり、この辺で言っておいていた

だいたら、より我々としても今後の見通しとして認識できるんじゃないかと、こんなふうに

思うんですが、いかがでしょうか。 

阿古委員長 部長。 

矢間都市整備部長 難航しているという部分なんですけれども、難航している部分というのは、やは

り代替地がまだ見つかっていないというところが難航しているという部分になってくるとい

うふうに思います。①の方については、もう代替地も決まっておりますし、そこの最終の協

議をしているという部分です。それから、あと17番ですね、17番の方につきましても代替地

は決まっております。それ以外の方につきまして、今代替地を探している状況なので、それ

が難航しているということであれば難航しているという部分に感じます。よろしくお願いし

ます。 

阿古委員長 ほかにありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 今の説明をしていただきました葛下川の橋りょう工事、繰越しになっとるというわけやけ

ども、その今１番で、名前は別として、一応、用地、代替地もできたということになっとる

わけやけども、この繰越事業で、もう今９月になっとるわけですわな。これから発注をして、

３月末までに工期的に終われるのかどうか、終われへんかった場合はどんな予算処理をする

のかいうことになってくると思いますし、例えばこの道路、赤線の斜線のところは買収して

あるということやけども、全体的に買収するのはわかるわけやけども、工事をしていく中で、

例えば重点的に道路を先整備するという考えに立つのか、あるいは広場を先するという考え

に立つのか、どちらか絞って買収に力入れないと、両方ということになってきたらなかなか

でけへん。それと今、代替地と言われるけども、名前出したら悪いんやけど、まあ西忠さん、

跡地まだ残っとると思うんやな。そこらの代替をここに当て込むということで先行取得して

ある。それを優先的に使っていくいうような方法とかしないと、なかなか前へ進まへん。そ

ら所有者の人は選ぶ権利があるわけやけども、こっちで代替しときながらまたほか選ぶ、時

間かかる。あるいは、こっち持ってましたんやけども、いやみんなとり手ないんで残りまし

てんというような結果にならんようにしとかなあかんし、そこら、部長、計画どうですか。 

阿古委員長 部長。 

矢間都市整備部長 西忠のところの代替地の残っている件につきましては、それも含めてもちろん今

の代替地の候補として協議させていただいております。 

 まず重点的に今後やっていかなあかんというところで、広場と西側の部分の整備を重点的
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に今後やっていこうというふうに検討しているところです。 

 以上です。 

阿古委員長 返答の数が足らないけども。 

矢間都市整備部長 橋りょうの工事の件につきましては、大体半年ぐらいの工期でできるというふう

に思っていますので、できるだけ早く工事の発注をしたいというふうに思っています。済み

ません、よろしくお願いします。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 まあそら西忠の跡地、検討に入れてはるのか知らんけども、できるだけ、もう買うて１年

からなるわけやし、そらせないかんと思うんと、私が言うてんのは、そら重点的にしていか

なあかんのか知らんけども、やっぱり道路をするのか広場をするのか決めなあかんというこ

とを言わしてもうとる。 

 それと今、橋りょう工事、６カ月でできるてほんまに６カ月、約束できますか。こんな下

部工事いうて、くい打ってやで、上部もかけて、６カ月みたいな、ほんまにできまんのか。

できへんなら事故繰するいうこと。建設省そんなん認めまんのか、実際に。そやから、そん

なきついこと言うのやないけども、やっぱし少のうても繰越しして現場かかるんであったら、

やっぱり橋みたいな、１年かかるわけですよ。準備工だけでも１カ月からかかりますやん。

くいの発注からいって。本当に部長、３月末で終わる自信ありますか。そんなん、終わられ

ることないやない。そこらはっきりしといてほしい。 

阿古委員長 じゃあ、これからもっと詳しい質問等、議論が出てくると思いますんで、一旦ここで休

憩して、現場を見て、それで戻ってきますんで、そのときまでにまた答弁もちょっと考えて

おいてください。 

 じゃあ、ここで暫時休憩いたします。 

      休 憩 午後２時１４分 

      再 開 午後３時０４分 

阿古委員長 では、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に、委員の皆さんには尺土駅前の現状をご確認いただきました。 

 これより質疑に移りますが、休憩前の理事者からの説明と、現場を確認いただいて感じら

れたことなどについて、また今回の委員会が改選前の最後の委員会になると思われ、区切り

の委員会となりますので、本事業のこれまでの総括的なことについて、ご質問等があればお

願いします。 

 まずは、休憩前の質問に対しての答弁を。 

 部長。 

矢間都市整備部長 橋りょう工事の件でございます。橋りょう工事につきましては、できるだけ早急

に地権者との交渉を済ませ、年度内の完成を目指して橋りょう工事に取りかかりたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 
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岡本委員 今、部長の方から説明あったわけやけども、今現場見せていただいて、本当に私、根性悪

言うのやないねけども、やっぱりこんだけ繰越し、毎年、部長来てからでも２年間繰越しな

っとるわけやな。その前から４年間、繰越しで来たあるわけや、で、最終的にこういう、道

路と違うて、橋りょう工事が一対工事とわかりながらや、今まだ用地がでけてないとなって

きたら、本当にこれ、部長努力します言うけどな、今から考えてきょう９月のもうしまいの

方、もう17日やろ。今の現状見たら、重機とかはじきによけられるやんか。ところが、この

土地ちゅうのは家と資材置き場と一対になっとるわけやろ。そうなってきたら、家も一緒に

いかんと、資材置き場だけ先つくることは可能性あるわけかいな。ないとしたら、とてもや

ないけど９月中みたいな明け渡しでけへんわけやろ。ほんで、わしが部長に聞きたいのは、

もし事故繰になったときにな、建設省に対してどういう処理をしたらええねん。最悪の状態

でな、事故繰になったときの処置はどうすんねん。で、その途中で、工事ずっとやってきて、

まあ言うたら極端に言うたらやで、くい打ち終わって、まあ言うたら下部工やって、上部工

乗ってないと仮に仮定したときに、建設省に対してはどんな申請の仕方したらええのか。そ

の辺をちょっと教えてほしい。 

阿古委員長 部長。 

矢間都市整備部長 事故繰に関しては、やむを得ない場合に限られます。たとえば天変地異であると

か、そういった部分が事故繰の対象になってきますので、それ以外については事故繰はなか

なか認めていただけないというふうに思います。その点しっかり踏まえて、今後橋りょう工

事の方に取りかかっていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 いや、しつこう聞くのとちゃうけどな、ほんま、参考までに教えてほしいわけや。今言う

た、やむを得ん場合、そらまあそうや。地震来たら、災害来たら、それは別の話やんか。そ

やけど、そんなのは別としてな、こんなんよくある話やろ。今ここだけやなしに、日本全国

でこんな事例がよくあるわけや。で、参考のために教えてほしいちゅうわけや。今言うたよ

うに、例えば２カ月、３カ月おくれる、そんな場合に、まあ言うたらもう黙って放っとくの

か、あるいはそれなりの手続あるのか。それを教えてほしいて聞いてるわけや。 

阿古委員長 部長。 

矢間都市整備部長 このまま工事を進めまして、例えば工期が延びるということになれば、やはりし

っかりと奈良県とも協議しながら、今後の対応については、そういったときに、可能性もあ

りますので、そういったときにも備えてしっかりと協議していきたいというふうに思います。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 ということは、今部長の話であれば、県と協議したらある程度の見通しは立つという解釈

でええわけかい。そういうことでもないの。何遍もこれ根性悪で聞いてへん、俺、参考のた

めに教えてほしいわけや。俺もこんなん初めてやからな。要はきちっとやんか、財源も確保

できて、立派なもんできなあかんわけや。で、わし心配するのは、最悪事業はできたけども、

財源的に全部市が持たなあかんねんと、補助金一切つかへんようになったらあかんから、こ
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んな根性悪的な質問しとるわけや。そやけど、それは今言われたように、県とある程度協議

してや、今までどおりにきちっと55％の補助金がつきますよ、あとは特例債でいけますよ、

で、単独は幾らですよ、いうのが補助事業の基本やんか。そういう形できちっとおさまるん

やったらな、わし何にもやかましい言わへんし、おさまったとしたら、とり方によってはわ

しが根性悪言うてるようになるわけや。そんなことやなしに、ほんまにどうなるんかなと心

配しとるから聞いてるわけで、そこらさえはっきりしといてもろたら、わしかて何にもこん

なことは言いたないけどな。そこらだけはっきりしといてほしい。 

阿古委員長 部長。 

矢間都市整備部長 今の状況でこれが確実に繰越し、更に事故繰がいけるということがなかなか難し

い状況です。その点、早急に県とも協議しながら、今後進めていきたいというふうに思いま

す。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 次回でも、それ報告していただいたら結構やと思います。 

阿古委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 岡本委員。 

岡本委員 それと平成24年度の繰越し、３億7,900万円、繰越したあるわけやけども、今工事の方に

ついては、橋で大体消化できると思うんやけども、用地の方については先ほどいろいろこう

説明していただいて、ここで斜線載ってるわけやけど、その繰越しで残した用地、今どんだ

け消化できてるんか、あるいはまた平成25年度のこの事業ですね、それで進捗について、こ

の前も朝のとこで説明もうたけど、尺土駅前については昼から説明します、こういうことや

ったわけやけど、どんだけの進捗しとんのか教えてもらいたい。 

阿古委員長 課長。 

石田建設課長 建設課の石田でございます。よろしくお願いいたします。 

 平成24年度からの繰越しの分につきましては、委託費におきまして、サイン計画の分につ

いての委託の部分を今詰めておるところでございます。工事費につきましては、先ほどの現

場を見ていただきましたような歩道の部分の整備及び近鉄の軌道敷の部分の歩道確保の部分

の整備、それに加えて今おっしゃっていただきました橋の部分の工事を予定しておるという

ところでございます。 

 用地につきましては、あと今１件、近鉄の部分の執行を見ておるわけでございますけれど

も、残りこの９件の残りの部分の執行を計画いたしておるところでございまして、その部分

であと２億2,000万円ほどの執行が残っておるわけでございますけれども、その分につきま

して交渉を進めて、執行につなげていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 これ、委託の方は金額とか入ってないわけやけども、委託は一応執行できるということや

な。その工事について、今歩道か何かの分入っとるわけ。それからいったら、その橋の工事、

どのぐらい見てんのか知らん、金足らんの違う。今年の金も使うわけか。繰越しと平成25年
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度足して橋をかけると、こういうこと。大体ほんならこの平成24年度の繰越し、これ、橋の

金は何ぼなん。それともう一つ、補償補てんが答弁されてないんやけども。 

阿古委員長 課長。 

石田建設課長 橋の工事につきましては、１億1,500万円の工事の予定を予算上では見ておるわけで

ございまして、そこで執行させていただきたいというふうに考えております。あと、用地の

方で２億2,000万円というような形で、私、先ほど申し上げましたけれども、３件分の執行

を計画いたしておるというところでございます。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 その今、橋りょう工事、1,500万円見てあるだけ、平成24年度分。平成24年度でな、１億

1,500万円見てあるわけやろ。 

石田建設課長 いや、平成24年度と平成25年度合わせて。 

岡本委員 いやいや、繰越額が１億1,500万円違うん。平成24年度の工事の。その中でな、今言うて

る橋の分が何ぼあんねんいうねん。大半が橋ちゃうの。 

阿古委員長 課長。 

石田建設課長 橋の分につきましては、平成24年度の繰越しの部分が１億円、あと先ほど現場を見て

いただきました歩道の部分で1,500万円ほどの工事を見込んでおるというところでございま

す。それと、平成25年度におきまして、工事費につきましては1,500万円を予算の中で計上

しておりますので、橋につきましては、繰越しの部分と現年の部分の合併施工というような

形で考えておるところでございます。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 ほんだら一応工事の方については、橋と歩道で執行できると。ところが用地の方で２億何

ぼ残っとる。補償の分は、さっきから言うとるわけやけど、補償は全然まだできてないいう

こと。 

阿古委員長 課長。 

石田建設課長 補償につきましても、１件執行しておるわけでございますけれども、先ほど用地の部

分の３件というような形で申し上げましたけれども、それに伴う補償がございますので、そ

の中の部分で一緒に執行ができればなというふうに考えておるところでございます。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 ということは、平成24年度と平成25年度を合わして補償も解決していくと、こういう解釈

でええわけやな。工事についてもそう、委託についてもそうやと。だから、平成24年度の繰

越しについては、工事の部分は別にしたかて、事故繰はないですよいうことやな。もう一つ

言うたら、平成25年度、このままずーっと来てあと半年しかないわけやけど、平成25年度は

また全額に近いほど繰越しと、こういう解釈でええわけやな。 

阿古委員長 課長。 

石田建設課長 平成25年の現年につきましては、あと残りの部分、７件ほどの部分が残るわけでござ
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いますけれども、６件ほど残るわけでございますけれども、その分につきましては鋭意努力

して、用地交渉等進めてまいりたいというような形の中で執行させていただきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 もう一遍だけ聞いとくわ。繰越しはせんということか。それとも、努力はするけども何ぼ

か繰越しすると、こういう解釈にしといたらええと、こういうことやな。 

阿古委員長 課長。 

石田建設課長 努力させていただきます。よろしくお願いします。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 もう１点だけ、副市長、ちょっと聞きますねけど、役務のね、土地の鑑定の手数料、この

前予算のときに話したと思うんやけども、代替地の鑑定手数料使えませんていうことやねん

けども、今現在でクリーンセンターなり、ここは代替地の鑑定委託料使てない、間違いない

ですね。 

阿古委員長 副市長。 

杉岡副市長 その執行状況については私ちょっと今存じ上げてません。クリーンセンターの関係につ

きましては、ちょっと今認識ございません。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 確認だけでね、一応予算のときにそういう約束なったあるから、予算削れという話と違っ

て、それは基本的におかしいということを指摘させてもうとるわけやから、使ってなかった

らそんでええわけですんで、それ確認しときたいだけやから、まあそういうことを守っても

らえるということで、答弁結構ですさかいに。 

阿古委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 下村委員。 

下村委員 担当部署ではいろいろ尺土大字からの要望も聞かれてると思うんです。最近、八川、北側

の西も八川の大字になりまして、そこからちょっといろいろ要望が出てることをちょっとお

知らせしておきたいということで。バリアフリー対策ということで、ご存じの方もおられる

んですけども、国道166号線ですね、當麻庁舎から東へずっと来て、尺土の日立団地の西側、

万代百貨店とかあの辺ありますけれども、あこまでをバリアフリー対策ということで遊歩道

の計画をされています。地元の説明もありました。そういうバリアフリー対策ということで、

この近鉄尺土駅も、当初からバリアフリー対策事業ということで、南側にエレベーターの設

置ということが、もうこれは決定になっています。八川大字の方が言われてるというのは、

北側にもぜひとも南側と同じように広場もつくって、バリアフリー対策のエレベーターを必

ず設置してほしいという、そういう強い要望がございます。そういうこともあるんで、市と

近鉄とも協議しながら、今後といいますか、継続で北側のことも考えていただきたいと。こ

れは大字の方からも要望もありますし、北側を利用している方々からいろいろ私も要望とし

て聞きますんで、この場で言っておきたいと思います。これは答弁も別に要らないと思うん
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ですけれども、そういう意見があるということでお願いいたします。 

阿古委員長 答弁、一応言うとってもらいましょうか。努力するかしやへんか、そんなんあかんねと

言われたらあかんから。 

 どうですか。 

 副市長。 

杉岡副市長 駅北側のエレベーターのバリアフリー化も含めましての工事につきましては、朝から委

員長の方からもそういう要望がございまして、大字懇談会でも尺土の方にそういう意見が出

ておりました。ですので、今のこの事業につきましては計画の中に入っておらないという答

弁をさせていただきましたんですけども、今後、今下村委員がおっしゃってます北側166ま

でのアクセスとの要望自身は、大字からも聞かしていただいております。その件につきまし

ても前向きに検討はさせていただきますいうことで、とりあえず今のところは、今現在懸案

になっております、予定しております事業が早期完成を目指し、頑張らせていただきたいと

考えております。 

阿古委員長 ほかにどうですか。 

 岡本委員。 

岡本委員 今の下村委員なり、朝の阿古委員の質問の中で、エレベーターの話出てきてるわけですけ

ども、一応、前回の委員会でも、北側検討して、とりあえず南を先やっていくということに

なってると思うんですね。その中で、やはり北側の整備も必要やということはみんな認識し

とるわけやんか。そのために、いわゆる仮称やけど弁之庄・木戸線、これを県道に昇格さし

て、いわゆるその北側の人に不便をかけないように、その道路を渡ってでんな、南側の駅前

広場に出ると、こういう話もあったわけやな。その今言うてる弁之庄・木戸線を駅前広場、

これも大事なことですやん。これを進めていくと同時に、この弁之庄・木戸線も同時進行で

進めていかないと、何ぼこの駅前広場つくったって、まあ無用の長物ちゅうなこと言うたら

失礼な、怒られるかもわからへんけども、せっかくつくりながら、利用が思うようにでけへ

ん。東行ったらどん突きの道路、現在まではどん突きの道路の計画しかなってないわけやけ

ど、将来、東行くんか北行くんかはまだ未定の段階や。今の言うてはる下村委員と阿古委員

の言うてはる話も含めた中で、やっぱりこれを早急に県とでも詰めて、この前の副市長やな

いけど、きちっと市長が県に要望してると言うてるけども、この委員会に、今年になってか

らその話どんな状況になってるか、いっこも出てけえへん。今こないして２人質問しはって、

やっぱりわしもあんまり同じこと言うてもいかんと思ったけども、やっぱりそれを副市長な

りはっきり言うて、いつの時代にできるんか、やっぱり少のうても、部分的に一遍にできへ

んにしたかてや。今現在やったらやで、高田土木管轄の中で一応香芝まで、理想はそうやけ

ども、とてもそういかへん。それやったら、大和高田バイパスから166まで先しようかちゅ

う話もあるわけやろ。その話があって、それを煮詰めに行ってるのか行ってないのか。部長

でもどうですの。土木行って今その話わし何遍も冗談みたいに言うとったけど、中理事も入

れてやけど、本当にや、高田土木行って、どないすんねんということを具体的に詰めていっ

たはりまんのか。はたからやいやい言いに行ってる気ないけどや、それ言われて、そこまで
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いって、県も動き出したわけやろ。その間だけでも先しよかと。その話して何カ月になんの

よ。やっぱり頻繁にやな、土木窓口にして、話をして、あるいは道路建設課行って話をして

詰めてくれんとやで、こんなん何ぼたったっておまえでけへんで。駅前広場も大事やんか。

広場は広場で、市は市で進めていく。しかし、県でやってもらうんやったら、県も歩調合わ

してきちっとやってもらう、こういう努力をせんとやで、言うといたら県するわでは、これ

済まへんで。その話、ほんで部長、これいつ高田土木交えて道路建設課行ってくれまんの。

はっきりそれぐらい言わな、そんなん動いてくれまへんがな。何もわし偉そうに言うとんち

ゃいまっせ。おぜん立てできてますやないかい。ちゃいます、部長。 

阿古委員長 部長。 

矢間都市整備部長 我々も、県に対して早期実現に向けて要望しているところなんですけれども、事

務レベルではございますけれども、高田土木事務所と道路建設課の担当者と交えて、この市

役所で、勉強会的な内容ではございますが、２回ぐらい協議はさしていただいてます。で、

その２回の協議の中で、例えばその県でやるときにどういったふうな整理が必要なのかとか、

そういった勉強会的な内容ではございますけれども、高田土木事務所、道路建設課の係長、

高田土木では課長さんに来てもらって、いろいろ意見交換をしているというところです。 

 以上です。 

阿古委員長 岡本委員。 

岡本委員 部長、そんな答弁してくれたらまた言わんなんやん。そんなんみたいないつの話や。もっ

と俺の言いたいのはや、県がここへ来て相談すんのやなしに、もっと自分とこから足運んで

や、行ってくれなあかんちゅうことを俺言うのや。そんなん部長の話は５月時分の話やない

かい。そっからほな何回か開いてくれたんかいな。わし何も１人やかましい言うても、こん

なもん葛城市の問題やないか。この道路を県道にしていって、少なくともや、バイパスから

でも166まででもでけたらや、もっとこの尺土駅生きよんねや。そういうことをみんなでや

で、県の方へ、ほんなんおまえ協議すんのやなしに陳情もしてや、いつまでにどないしてく

れこないしてくれちゅう話をしてもらわんとや、こんなんいつまでたったかて県みたいな、

動きまへんで。そやよって、もっとみんな動いてや、毎日行けとは言わんけども、そのぐら

い行かなこんなもん動きまっかいな。それで副市長も一緒に行ってやで、話進めてくれやな、

こんなん駅前広場でけへんで。それだけ言葉きついか知らんけどよう頼んどきますわ。 

阿古委員長 ほかにありませんか。その他の項目にもう入ってきてますので、尺土駅前広場と関連し

たその他のご意見等、ご要望あれば、区切りの委員会になりますので、委員皆さんの意見ご

ざいましたら、おっしゃっていただいたらと思います。 

西川委員 その他やったら尺土と違うてもええねんな。 

阿古委員長 いやいや、尺土に関連することでのやはりその他です。全く関係しないことはやっぱり

具合悪いです。 

 赤井委員。 

赤井委員 以前も話出てたかと思いますねけども、東和苑から尺土駅行くのに、池の西側を通ります

ねけども、車が通れば非常に歩行者が危ないということで、以前は東和苑から尺土池の東側
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を通行させていただいてましてんけど、何らかいろんな事情があって、通られなくなったと

いう形ができ上がっとるんですけども、それについても、また大字の方から恐らくそういう

要請も尺土の方へまた申し入れがあるかと思いますが、早急にそういう形をでき上がるよう

にお願いしたい。かように思っております。 

阿古委員長 ほかにございませんか。 

 春木委員。 

春木委員 前にも申し上げたと思うんですけども、今いろんな意味で當麻荘園の中を通っているのが、

かなり抜け道として結構通行量が多いということで、一部住民からも苦情が出てるとこです

ね。どこが詰まってどうかわかりませんけど、あっこの住宅内を通らずに、尺土駅なり、今

できた保育所も含めてですけど、利用者が通行できる、そういう道路をやっぱり確保してい

くということも大事だと思うんです。私が聞いているのは、南今市のところで幾つか信号を

つけるとか道路を広げるとか幾つかあって、なかなか通らずにいてるところがすっと通れば、

かなり解消されるんじゃないかという意見をお持ちの人がいてるんですけど、果たしてそう

なのかということもちょっとわからないんですが、とにかくあそこから西の方の地域の人が

尺土駅へ行く、そういう道路の確保というのが必要じゃないか、検討してほしいということ

を、改めて申し上げときたいと思います。 

阿古委員長 ほかにございませんか。 

 西川委員。 

西川委員 尺土に関するいうことやけど、土地の買収、こんな眠たいようなことばっかり、これ３月

に出したんと同じやつちゃうん、３月に。同じやろ、これ。 

 ほんで、まずはちょっと副市長に聞きたいけども、関連するいうたら関連するんか、用地

買収のことやけども、これ所管としては都市産業の所管になってる、都市整備課ていうか、

ここで全部固まってるように思うんよ、いろんな用買が。こんだけの人数で。それをきちっ

とたくさん部長も経験した人間がおるわけやんか、所管、ここの部署と違うても。そいら辺

も含めた全体的な形で、今この尺土だけと違うて、ＪＲのこともせんなんやん。道の駅もせ

んなんやん。これ全部ここでやるていうのみたいなん、無理やんか。いろんなとこ普通見て

て。それをどういうふうに組んで、どういうふうにいつまでにこれをやっていくんか。ほん

まにこれ民間の企業がこんなことやり出したら、ここら部長、みんな飛んでしもてんで、こ

れ。こんないつまでも部長か課長か知らんけど。こんなんほんまに、朝から聞いてたら、57

件のうちのＪＲでも30件できて27件できてまへんて。半分できたあらへん。そやから無理な

んは無理なんやんか、こんなん。そやからそこら副市長、どないに組んで、誰をどうする、

ほんで、いやうちの所管やさかい、うちのあれやさかいにもう構わんといてて言うてんのん

か、いや手伝っていう形にするのんか、そんなん何か考えたらなあかんのちゃう、副市長。

ほんでそこへ持ってきて、まあ今もいろいろと心配して、岡本委員なんか心配したはるの無

理ないわ。経験してきたはんねや。何でや。責任感や。事業やらんなん、こなさんなん、用

地買収せんなんていう責任感をきちっとするさかい、夜討ち朝駆けでも行かはるねん。行か

はってんや。そこらはどう考えてんのかな。ほんま、いつまでもこんなおまえ、５カ月前に
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言うたやつを、同じやつまた出してきてや。もうちょっとしっかりと、部長だけ違うて、ち

ょっと副市長、きっちりと組んだった方がええよ。ほいで、責任をちゃんとして、ほいで、

あと全部分析して、１つ１つ分析して、１つ１つつぶしていけるように。いつまでにどうす

るていう見通しを立てるように。そこらやっぱりちゃんとトップはトップの役目あるし、こ

こはここの役目、走るもんは走るもんの役目あんねやんか。それをいつまでも、いつになっ

たらこれ事業いくんか、尺土のことだけじゃなしにほかのことも含めて、ちょっとそこら、

どう対処すんのか聞かしといてください、副市長。 

阿古委員長 副市長。 

杉岡副市長 ４月のこの予算が通りまして、今年の平成24年度の繰越し、また平成25年度の執行状況

につきまして、今、西川委員からございましたように、これ自身はここの所轄だけではなし

に、それぞれ全市を挙げての部長、課長にもそれぞれ割り当てて、担当を決めてということ

も、案として出させていただいておるわけでございますが、私の指導力の不足ということに

尽きるわけでございます。しかしながら、おくればせながら、今現在、それぞれ残っている

方々の名前と担当職員を割り当てまして、おくればせながらではございますが、全市的に取

り上げさしていただきまして、早期実現に向けての交渉に入りたいというように考えており

ます。 

 以上でございます。 

阿古委員長 西川委員。 

西川委員 今、副市長、そういうふうに答弁いただいたんで、まあおくればせながらておっしゃって

るけど、そらおくればせながらやろうけれども、この全市を挙げてというふうなことは、副

市長を筆頭、市長は市長であるけれども、これは命令、いろんなそういう横断的にこう行け

というようなことは、各部の部長ではできへん。そのことは、副市長がするか市長がするか

しかあれへんわけで、これは副市長、はっきりとそういう体制を、副市長の責任のもとに組

み立て上げてほしい。矢間部長がやで、そんなこと各部のことみたいでけへんやん。それだ

けちょっと副市長、ちゃんと各部にやな、自分とこの仕事をやな、でけへんさかい向こうに

任すみたいな、そんなふうな狭い了見じゃなしに、そんなんじゃないやん、みんなでこれ、

できるとこはちゃんとそのことで走れるように、各部は皆、各課は皆、仕事は持ってるけれ

ども、今集中してやらんなんのはここのとことちゃうかと思うさかいに、ちょっと副市長、

陣頭指揮でやな、横断的な組織をやな、きちっとしたってもらえまっか、それら辺は。どう

でっか。 

阿古委員長 副市長。 

杉岡副市長 先ほどから議論になっております橋りょう部分の繰越しにつきましても、いろんな事業

手法がございます。取り組み方というのがございます。私は私なりの考え方を申し上げて、

いろいろ協議を担当とやっておるわけでございますが、やはり今まで長年培ってまいりまし

た現場での交渉のこと、それからもういましばらく、半年まで猶予をくださいというふうな

こともございまして、今現在まだ工事に取りかかれてないというのが現状でございます。今

西川委員がおっしゃってますように、用地買収に関しましては、ＪＲ、道の駅、尺土駅前、
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これは全てそれぞれ人数を申し上げたところにおきまして、あと残ってる部分につきまして

は、先ほど申しましたように所有者ごと、特に當麻の方につきましては、私大体どういうこ

とかわかるんですけど、新庄の方につきましては、どういうふうな職員が、誰がどういうふ

うにかかわってくれるかちゅうのがわかりませんので、原案をつくってくれというふうなこ

とを指示しながら、今現在に至っておるということでございます。早急に、その担当が決ま

りましたら会議を持ちまして、一気呵成に用地買収に当たりたいと、このように考えており

ます。 

 以上でございます。 

阿古委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 ないようでしたら、調査案件の２、その他も含めまして、本日の調査案件は全て終了いた

しました。 

 ここでちょっと、１年間お預かりした委員長として、一言だけ申し上げておきたいと思い

ます。各委員の皆さんが、非常に熱心に強い言葉でおっしゃっているというのは、やっぱり

葛城市を思ってのことやと思います。その中で、かなり事業というものが、進捗が非常に遅

い、そのことについてはやはり、理事者としてそれなりの体制なり手法をもっと考えるべき

やと思います。それは複数の委員からもおっしゃっているとおり、１年間お預かりして、ま

さにそのことが感じられるということです。 

 それともう一つは、尺土駅前というのは、確かに南側だけの開発をこの委員会では取り上

げておりますが、当初の新市建設計画の尺土駅前開発というものは、葛城市の中でどういう

意味を持つのかということで、複合した、関連した事業も含めた中の一体の新市建設計画や

という具合に理解するべきやと思います。ですから、当然のことながら、南側の開発もしく

は北側の開発も出てましたけども、今後、それと人に優しいまちづくりをやはりするべきで

はないかという気がしますので、これから高齢化社会に向けた対応の仕方を、唯一尺土駅だ

けが葛城市の中で地上、２階部分にある、上にある駅ですから、それなりの対応はすべきや

と思います。 

 では、どうも１年間、本当にありがとうございました。これをもちまして、尺土駅前広場

整備事業特別委員会を閉会いたします。 

      閉 会 午後３時４２分 
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